
板橋区施工能力審査型総合評価方式の試行に関する要綱 

（平成２０年１１月５日区長決定） 
（目 的） 
第１条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１ 
８号）に基づき、板橋区が発注する工事において、安定的な品質確保と不良不適格
企業の参入防止を図るため、入札の際に工事価格及び施工能力等を総合的に評価し
て落札者を決定する方式（以下「施工能力審査型総合評価方式」という。）を試行す
るに当たり、必要な事項を定めるものとする。 
（定 義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は、東京都板橋区契約事務規則(昭和 
５３年板橋区規則第２１号。以下｢規則｣という。）で使用する用語の例によるものの
ほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) １級技術者 
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条第２号イに該当する者をいう。 

(2) ２級技術者 
建設業法第２７条第１項の規定による技術検定その他の法令に規定する試験で
当該試験に合格することによって直ちに同法第７条第２号ハに該当することとな
るものに合格した者又は他の法律の規定による免許又は免状の交付（以下「免許
等」という。）で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することと
なるものを受けた者であって１級技術者以外の者をいう。 
(3) その他の技術者 
建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第１５条第２号ハに該当する
者で１級技術者及び２級技術者以外の者をいう。 
(4) ＣＯＲＩＮＳ 
財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービスをいう。 

(5) 工事成績評定点 
板橋区工事成績評定要綱（平成１９年３月３０日付１８板総契第３８３号。以
下「工事要綱」という。）第５条に基づく、工事成績評定表の総評定点をいう。 

  (6) 最直近の工事成績評定点 
   工事要綱第１２条による工事成績評定通知書の通知日が、発注工事の公表を開
始する日に属する月の前々月の初日以前のものから遡った最初のものをいう。 

（試行対象工事等） 
第３条  施工能力審査型総合評価方式の試行対象工事は、原則として予定価格が１千 
万円以上の工事から選定する。ただし、国等からの補助金交付対象事業等で、特に
総合評価方式での入札が必要と認められる場合は、この限りではない。 
２ 具体的な試行対象工事については、工事担当主管課と総務部契約管財課で協議の 
うえ決定する。 
（学識経験を有する者への意見聴取） 
第４条  区長は、落札者決定基準を決定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる 



事項について、２人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 
(1) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項 
(2) 落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要の有無 
２ 前項第２号の意見聴取の結果、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられ 
た場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意
見を聴かなければならない。 
（施工能力審査型総合評価方式における入札方式） 
第５条 施工能力審査型総合評価方式の実施は、公募型指名競争入札によるものとす 
る。ただし、規則第５条第３項の規定により一般競争入札で実施する場合は、条件
付一般競争入札によるものとする。 
２ 第７条に規定する工事成績評価点算定の基礎となる工事成績評定点のうち、最直 
近のものが６０点未満である者は、入札参加を認めないものとする。 
（評価の方法） 
第６条 施工能力審査型総合評価方式の評価は、価格点、施工能力評価点、企業の地 
域貢献評価点を合計した評価値による。 
２ 価格点の算定は、次のとおりとする。 
９０×（１－入札価格÷予定価格） 

３ 施工能力評価点の算定は、工事成績評価点、配置予定技術者資格点及び配置予定 
技術者実績点の合計によるものとする。 
４ 施工能力評価点の満点は１８点とし、評価項目の点数配分は次のとおりとする。 
工事成績評価点：配置予定技術者資格点：配置予定技術者実績点 
＝ １３点 ： ３点 ： ２点 

５ 企業の地域貢献評価点の算定は、営業拠点の所在地点、災害協定及び活動実績点、 
障がい者雇用点、環境配慮点の合計によるものとする。 
６ 企業の地域貢献評価点の満点は７点とし、評価項目の点数配分は次のとおりとす 
る。営業拠点の所在地点：災害協定及び活動実績点：障がい者雇用点：環境配慮点 
＝ ３点 ： ２点 ： １点 ： １点 

（工事成績評価点の算定方法） 
第７条 工事成績評価点は、別表１に掲げる工事成績評定点の平均の区分に応じたも 
のとする。 
２ 工事成績評定点の平均は、工事要綱第１２条による工事成績評定通知書の通知日 
が、発注工事の公表日の属する年度及びその前３年度内のうち、最直近の工事成績
評定点から順に遡った３件までの工事成績評定点を使用した相加平均とする。ただ
し、それら３件の工事成績評定点の内６０点未満のものについては、当該工事成績
評定点を０点として算定するものとする。 
３ 工事要綱第１２条による工事成績評定通知書の通知日が同日の場合は、工事成績 
評定点が最も高い点のものから並び替え、工事成績評定点の高いものから使用する。 
４ 工事成績評定点は、板橋区が発注する工事に限り、対象とする。 
５ 前２項の工事成績評定点が皆無の場合は、工事成績評定点の平均を６０点として 
算定するものとする。 



６ 工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加者の資格に関する告 
示（単体企業等）（平成２０年１０月３１日付東京都板橋区告示第３６９号）（以下、 
「告示第３６９号」という。）及び建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示（組 
合）（平成２０年１０月３１日付東京都板橋区告示第３７０号）（以下、「告示第３７
０号」という。）別表２に掲げる業種の区分で当該発注工事と同一の業種とすること
を原則とし、当該発注工事と異なる業種を対象とする場合は、起工時に指定するも
のとする。 
（配置予定技術者資格点及び実績点の算定方法） 
第８条 配置予定技術者資格点及び実績点は、配置予定技術者の資格と実績について、 
次のとおり算定するものとする。 
(1) 配置予定技術者資格点は、３点満点とし、配置予定技術者が、当該発注工事の
建設業法上の業種について、１級技術者の場合に３点、２級技術者の場合に２点、
その他技術者の場合に１点とする。複数の資格を持つ場合には、上位の資格１つ
についてのみ評価する。 
(2) 配置予定技術者実績点は、２点満点とし、配置予定技術者が、同種工事につい
て監理技術者として係わった場合に２点、主任技術者として係わった場合に１．
５点、担当技術者として係わった場合に１点とし、類似工事について監理技術者
として係わった場合に１．５点、主任技術者として係わった場合に１点、担当技
術者として係わった場合に０．５点とする。 
(3) 前号の同種工事は、ＣＯＲＩＮＳの工事区分で原則として当該発注工事と同一
の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模や請負金額等が当該発注工事と同程
度以上のものを、起工時に指定する。 
(4) 第２号の類似工事は、ＣＯＲＩＮＳの工事区分で原則として当該発注工事と同
一の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模や請負金額等が当該発注工事より
も小さいものの経験として有用なものを、起工時に指定する。 
(5) 配置予定技術者実績点は、ＣＯＲＩＮＳに登録されたデータから算定する。 
２ 工事完了まで配置予定技術者を変更することはできない。ただし、配置予定技術 
者の死亡等、区がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。この場合、変更
後の技術者に係わる資格点・実績点は、変更前の技術者の保有する資格点・実績点
以上とする。 
（企業の地域貢献評価点の算定方法） 
第９条 企業の地域貢献評価点については、第１２条に規定する申請時現在で、次の 
とおり算定するものとする。 
(1) 営業拠点の所在地点 
東京電子自治体共同運営サービス電子調達サービス（以下、「共同運営」という。）
において、入札参加資格で本店所在地が板橋区として登録されている場合に３点
とする。共同運営において、入札参加資格で本店所在地が板橋区以外で登録され、
かつ、告示第３６９号または告示第３７０号により区内事業者として区に登録が
ある場合に１点とする。 
(2) 災害協定及び活動実績点 



区と災害時における協定の締結がある場合、または区と災害時における協定の
締結がある団体の構成員である場合は、１点とする。また、区との災害時におけ
る協定に基づき、区から出動要請を受け、災害応急対策業務を実施した者には、
さらに１点を加算する。 
(3) 障がい者雇用点 
第１号における営業拠点で、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年
法律第１２３号）４３条に規定されている法定雇用障害者数以上の障がい者雇用
がある場合は１点とする。 
(4) 環境配慮点 
  前１号における営業拠点で、ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１の認証、
または板橋エコアクションに参加している場合は１点とする。 

（落札者の決定方法） 
第１０条 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であるもののうち、第６条第１項の 
評価値の最も高いものを落札者とする。 
２ 前１項の評価値の最も高い者が、２者以上あるときは、当該者にくじを引かせ落 
札者とする。 
（公表事項） 
第１１条 施工能力審査型総合評価方式を試行しようとする場合は、発注工事の公表 
を開始する日において、次に掲げる事項について具体的に明示するものとする。 
(1) 施工能力審査型総合評価方式の対象であること。 
(2) 提出資料の様式、提出方法 
(3) 価格点の評価方法 
(4) 施工能力評価点の評価項目及び評価方法 
(5) 企業の地域貢献評価点の評価項目及び評価方法 
(6) 落札者の決定方法 
(7) 提出書類の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を

認めないこと 
(8) 提出資料に記載された配置予定技術者は原則として変更できないこと 
（施工能力審査型総合評価方式入札の参加） 
第１２条 入札参加希望者は、次号以降の様式を添えて、区長に対し参加希望申請を 
行わなければならない。 
(1) 施工能力審査型総合評価方式入札参加資格確認申請書（様式第１号） 
(2) 同種工事の施工実績（様式第２号） 
(3) 配置予定技術者の資格・実績（様式第３号） 
(4) 地域貢献評価について（様式第４号） 
（資料の提出等） 
第１３条 入札参加希望者は、参加希望申請手続きを行うとともに、公表事項に基づ 
き工事成績評定通知書、配置予定技術者の保有資格等、区の指定する必要な資料を
提出するものとする。 
（施工能力評価点の審査） 



第１４条 施工能力評価点の審査に当たっては、第１１条第４号に定める公表事項に 
おいて区が示した評価方法により評価するものとする。 
（企業の地域貢献評価点の審査） 
第１５条 企業の地域貢献評価点の審査に当たっては、第１１条第５号に定める公表 
事項において区が示した評価方法により評価するものとする。 
（その他） 
第１６条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に総務部長が定めるものとする。 
 
付 則 
 この要綱は、平成２０年１１月５日から施行する。 
付 則 
 この要綱は、平成２２年３月１５日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表 １ 
 

工事成績評定点の平均 工事成績評価点 

０点～２０点未満 ０ 

２０点～３０点未満 １ 

３０点～４０点未満 ２ 

４０点～５０点未満 ３ 

５０点～５５点未満 ４ 

５５点～６０点未満 ５ 

６０点 ６ 

６１点～６３点未満 ７ 

６３点～６５点未満 ８ 

６５点～６７点未満 ９ 

６７点～７０点未満 １０ 

７０点～７５点未満 １１ 

７５点～８０点未満 １２ 

８０点～１００点 １３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

施工能力審査型総合評価方式入札参加資格確認申請書 

 

平成    年    月    日 
（あて先）東京都板橋区長 

 
 
 

申請者  住所 
商号又は名称 
代表者氏名     印 
     

                 受付番号 
          

 
 
 
平成  年  月  日付で入札の公表のありました「（件 名）」の競争
に参加する資格及び評価項目について、確認されたく、下記の書類を添えて
申請します。 
なお、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者でないこと並びに添付書類

の内容については事実と相違ないことを誓約します。 
 

記 
 
１ 様式第２号「同種工事の施工実績」 
２ 様式第３号「配置予定技術者の資格・実績」 
３ 様式第４号「地域貢献評価について」 

様式第１号（第12条第１号関係） 

 
【区記載欄】 

価格以外の
評 価 点 

工事成績評価点（A） 

     ／１３ 

配置予定技術者点（B） 

     ／５ 

地域貢献評価点（C） 

     ／７ 

合計 

 

 
 



様式第２号（第12条第２号関係）   

同 種 工 事 の 施 工 実 績 

  申請者の商号又は名称                                            

    

項目／ 番号 1  2  3 

工 事 件 名 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

契約番号    

業   種    

契約金額    

直

近

の

工

事

実

績 

工  期 
 

 

 

 

 

 

総評定点    

工 

事

成

績

  

評

定

通

知

書 

成績評定通知日    

※案件は、板橋区が発注した同業種の工事のうち、直近３件の案件を記載してください。 

※１から成績評定通知日が新しい順に記載してください。 

※最直近工事の成績評定点が60点未満の場合は、総合評価方式の入札に参加できません。 

※工事実績として記載した工事の契約書の写しを添付してください。 

※工事成績評定通知書の写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

【区記載欄】 

工事成績評価点 
成績評定通知確認欄 

 

総評定点の合計 

 

総評定点の平均 

 

工事成績評価点（A） 

        ／１３ 

 

 

 



様式第３号（第12条第３号関係） 

配置予定技術者の資格・実績 

  申請者の商号又は名称                                            

配置予定技術者氏名   

監理技術者資格 

（監理技術者必要な場合のみ） 

[取得年及び登録番号] 

第            号         年    月    日 

１  １級技術者  【                      】（３） 

２  ２級技術者  【                     】（２） 
資

格 

法令による免許 

（いずれかに○） 

（【】内に技術者の区分を記載） 
３  その他の技術者【                    】（１） 

工 事 件 名  

CORINS番号  

契 約 金 額  

工      期  

同種・類似の分類 

（いずれかに○） 
１ 同種工事    ・   ２ 類似工事 

実績工事の従事役職 

（いずれかに○） 

１ 監理技術者   （２）   ・  （1.5） 

２ 主任技術者  （1.5）   ・   （１） 

３ 担当技術者   （１）   ・  （0.5） 

   ４ 実績なし又は実績工事の証明ができない場合  (０) 

配 

置 

予 

定 

技 

術 

者 

の 

実 

績 

高さ・長さ・面積等 

工事の概要 

 

 

 

※技術者の資格を証明する書類を添付してください。 

※配置予定技術者の工事実績はCORINSに登録されたもののみ記載できます。 

※技術者の実績に記載した工事内容がわかるCORINS工事カルテの写しを添付してください。 

 

 

 

 

【区記載欄】 

配置予定技術者点 
資格点 

          ／３ 

実績点 

          ／２ 

配置予定技術者点（B） 

          ／５ 

  



様式第４号（第12条第４号関係） 

地域貢献評価について 

  申請者の商号又は名称                                          

営業拠点の所在地 

（いずれかに○） 

１ 区内に本店あり（３） 

２ 区内に支店あり（１） 

３ 区内に本店・支店なし（０） 

災害協定締結 

（いずれかに○） 

１ 協定なし（０） 

２ 協定あり（１） 

  協定等の名称：                            

  区との締結者(団体名)：                       

災害協定による活動実績 

【区が業務費用を支払った場合のみ】 

（いずれかに○） 

１ 活動実績なし（０） 

２ 活動実績あり（１） 

  区からの要請日： 平成     年    月    日     

  区要請部課所名：                          

１ 法定雇用率以上（1） 

２ 法定雇用率未満（0） 
障がい者雇用 

（いずれかに○） 
３ 雇用なし（0） 

ISO１４００１ 

（いずれかに○） 

１ 無（０） 

２ 有（１） 

認証機関登録番号 

（                ） 

 エコアクション21認証 

（いずれかに○） 

１ 無（０） 

２ 有（１） 

認証・登録番号 

（                ） 

環境配慮 

 

 板橋エコアクション参加 

 （いずれかに○） 

１ 無（０） 

２ 有（１） 

活動レベル （        ） 

利用者コード（        ） 

※「ISO１４００１」が有の場合は、登録証の写し、「エコアクション21認証」が有の場合は、認証・登録証の

写し、「板橋エコアクション参加」が有の場合は、活動確認書の写しを添付してください。なお、活動確認

書が交付されていない場合は環境配慮点の加算はありません。 

【区記載欄】 

地域貢献評価点 
所在地点 

／３ 

災害協定及び活動実績 

／２ 

障がい者雇用 

／１ 

環境配慮 

／１ 

地域貢献評価点（C） 

      ／７ 

 


